
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
モービル地形変更マシン（ 10）の作動を指示するための装置において、
（ａ）場所の所望の地形を表す第一の三次元地形場所モデル（ 104）と、前記場所の実際
の地形を表す第二の三次元地形場所モデル（ 106）とを記憶するためのディジタル的なデ
ータ記憶及び検索手段（ 126）と、
（ｂ）マシン（ 10）が場所（ 12）を通過するとき、三次元空間内における前記マシン（ 10
）の少なくとも一部分の瞬間的な位置をリアルタイムで表すディジタル信号を発生する手
段（ 120）と、
（ｃ）前記信号を受信し、該信号に従って第二の前記場所モデル（ 106）を更新する手段
と、
（ｄ）第一の前記モデルと第二の前記モデルとの間の差をリアルタイムで判定し、更新す
る手段と、
（ｅ）前記差に従って前記マシン（ 10）の作動を指示して、更新された前記第二モデルを
前記第一モデルに一致させるようにする手段（ 128）と、
を備えた装置。
【請求項２】
前記ディジタル信号を発生する前記手段（ 120）は、 GPS受信機（ 16、 18）を含んでいるこ
とを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
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前記ディジタル信号を発生する前記手段（ 120）は、前記マシン（ 10）上に支持されてい
ることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項４】
前記マシン（ 10）は、前記場所地形を変更するための前記マシン（ 10）に対して可動な用
具（ 32）を含んでおり、ディジタル信号を発生する前記手段（ 120）は前記用具（ 32）上
に取り付けられていることを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
前記場所（ 12）の表面に対する前記用具（ 32）の高さを定める前記マシン上の手段（ 18）
を含んでいることを特徴とする請求項４に記載の装置。
【請求項６】
前記マシン（ 10）の前記作動を指示するための前記手段（ 128）は、オペレータディスプ
レイ（ 22）を含んでいることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項７】
前記オペレータディスプレイ（ 108）は、前記第一及び第二の前記場所モデル（ 104、 106
）及びこれらの間の差の平面図とプロフィール図を含んでいることを特徴とする請求項６
に記載の装置。
【請求項８】
前記オペレータディスプレイ（ 108）は、第一及び第二の前記場所モデル（ 104、 106）と
これらの間の差の平面図を含んでいることを特徴とする請求項６に記載の装置。
【請求項９】
前記オペレータディスプレイ（ 108）は、第一及び第二の前記場所モデル（ 104、 106）と
これらの間の差のプロフィール図を含んでいることを特徴とする請求項６に記載の装置。
【請求項１０】
前記オペレータディスプレイ（ 108）は、前記場所モデル（ 104、 106）に対する前記モー
ビルマシン（ 10）の位置のリアルタイムディスプレイを含んでいることを特徴とする請求
項７に記載の装置。
【請求項１１】
前記オペレータディスプレイ（ 108）は、前記モービルマシン（ 10）の前記位置における
第一及び第二の前記場所モデル（ 104、 106）間の差のリアルタイムでの粗いインジケータ
と細かいインジケータを含んでいることを特徴とする請求項 10に記載の装置。
【請求項１２】
前記オペレータディスプレイ（ 108）は、前記モービルマシン（ 10）上に支持されている
ことを特徴とする請求項６に記載の装置。
【請求項１３】
前記オペレータディスプレイ（ 108）は、前記モービルマシン（ 10）から離れて配置され
ていることを特徴とする請求項６に記載の装置。
【請求項１４】
前記ディジタル信号を受信し、前記第二の場所モデルを更新する前記手段と第一及び第二
の前記場所モデルの間の差を判定する前記手段が前記マシン（ 10）上に配置されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１５】
前記ディジタル信号を受信し、前記第二の場所モデルを更新する前記手段と前記第一及び
第二の場所モデルの間の差を判定する前記手段が前記マシン（ 10）から離れて配置されて
いることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１６】
前記マシンの作動を指示するための前記手段（ 128）は、前記マシン（ 10）上の１個か、
それ以上の操作システムを付勢するように接続された閉ループの自動制御手段を含んでい
ることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１７】
前記マシン（ 10）は、場所輪郭形成装置を備えており、前記第一の場所モデル（ 104）は
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、前記所望の場所地形の静止三次元モデルを備えており、前記第一及び第二の場所モデル
（ 104、 106）の間の前記差は、前記実際の場所地形と前記所望の場所地形間の前記高さの
差を含むことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１８】
前記場所（ 12）に対する前記マシン（ 10）径路を位置読み取り値によってリアルタイムで
決定するための差動手段を含んでいることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項１９】
前記差動手段（ 124）は、前記マシン（ 10）の地形変更部分の有効幅を実際の幅に等しい
か、それ以下の大きさに定める手段を含んでいることを特徴とする請求項 18に記載の装置
。
【請求項２０】
前記差動手段（ 124）は、位置読み取りの間に、前記マシンの前記地形変更部分が通過し
た前記場所（ 12）の領域を判定する手段（ 62）と、前記地形変更部分の前記有効幅によっ
て変更された前記第二場所モデル（ 106）の領域を更新する手段（ 62）とを含んでいるこ
とを特徴とする請求項 19に記載の装置。
【請求項２１】
モービル地形変更マシン（ 10）の作動を指示するための方法において、
（ａ）場所の前記所望の地形を表す第一の三次元地形場所モデル（ 104）と前記場所の実
際の地形を表す第二の三次元地形場所モデル（ 106）の双方を形成してディジタル的なデ
ータ記憶及び検索手段（ 126）に記憶し、
（ｂ）前記マシン（ 10）が前記場所（ 12）を通過するときに前記マシン（ 10）の少なくと
も一部分の三次元空間内の前記瞬間的な位置をリアルタイムで表す信号を発生させ、
（ｃ）前記信号に従って前記第二の場所モデル（ 430）を更新し、
（ｄ）第一及び第二の前記場所モデルの間の差を判定して更新し、
（ｅ）該差に従って前記マシン（ 10）の作動を指示して、前記更新された第二の場所モデ
ル（ 430）を前記第一の場所モデル（ 420）に一致させる、
段階からなる方法。
【請求項２２】
前記三次元位置信号は、 GPS受信機（ 16、 18）によって発生されることを特徴とする請求
項 21に記載の方法。
【請求項２３】
前記三次元位置信号は、前記マシン（ 10）に支持された手段（ 18）によって発生されるこ
とを特徴とする請求項 21に記載の方法。
【請求項２４】
前記マシン（ 10）は、該マシン（ 10）に対して可動な用具（ 32）を含んでおり、三次元位
置信号は、前記用具（ 32）に支持された手段の位置に応じて発生されることを特徴とする
請求項 21に記載の方法。
【請求項２５】
前記用具（ 32）に、前記場所（ 12）の表面に対する前記用具（ 32）の高さを決定するため
の手段を設けることを特徴とする請求項 24に記載の方法。
【請求項２６】
前記第一及び第二の場所モデル（ 104、 106）の間の差に従って前記マシン（ 10）の作動を
指示するための前記段階は、前記第一及び第二の場所モデル（ 104、 106）の間の差のオペ
レータディスプレイ（ 108）を形成する段階を含んでいることを特徴とする請求項 21に記
載の方法。
【請求項２７】
前記第一及び第二の場所モデルの間の前記差を平面図とプロフィール図でディスプレイす
る段階を含んでいることを特徴とする請求項 26に記載の方法。
【請求項２８】
前記第一及び第二の場所モデル（ 104、 106）の間の差を平面図にディスプレイする段階を

10

20

30

40

50

(3) JP 3645568 B2 2005.5.11



含んでいることを特徴とする請求項 26に記載の方法。
【請求項２９】
前記第一及び第二の場所モデル（ 104、 106）の間の差をプロフィール図でディスプレイす
る段階を含んでいることを特徴とする請求項 26に記載の方法。
【請求項３０】
前記第一及び第二の場所モデル（ 104、 106）に対して前記マシン（ 10）のリアルタイム位
置をディスプレイする段階を含んでいることを特徴とする請求項 26に記載の方法。
【請求項３１】
前記オペレータディスプレィ（ 108）を前記マシン（ 10）上に形成する段階を含んでいる
ことを特徴とする請求項 26に記載の方法。
【請求項３２】
前記オペレータディスプレイ（ 108）を前記マシン（ 10）から離して形成することを特徴
とする請求項 26に記載の方法。
【請求項３３】
前記第二モデル（ 430）を更新し、前記第一及び第二の場所モデルの間の差を判定する前
記段階は、前記マシン上の手段（ 18）によって行われることを特徴とする請求項 21に記載
の方法。
【請求項３４】
前記第二モデル（ 430）を更新し、前記第一及び第二の場所モデルの間の差を判定する前
記段階は、前記マシンから離れた手段によってなされることを特徴とする請求項 21に記載
の方法。
【請求項３５】
前記第一及び第二の場所モデル（ 104、 106）の差に従って前記マシン（ 10）の作動を指示
するための前記段階は、マシンシステムと用具のうちの一つの操作を制御する信号を発生
して、前記第二の場所モデル（ 106）を前記第一の場所モデル（ 104）に一致させる段階を
含んでいることを特徴とする請求項 21に記載の方法。
【請求項３６】
前記マシン（ 10）は、場所輪郭形成マシンであり、前記場所モデル（ 104）は、前記所望
の場所地形の静止三次元モデルを備えており、前記第一及び第二の場所モデルの間の差は
、前記実際の場所地形と前記所望の場所地形との間の高さの差として求められることを特
徴とする請求項 21に記載の方法。
【請求項３７】
前記マシン（ 10）の位置に従って前記第二の場所モデルを更新する前記段階は、前記場所
に対する前記マシン（ 10）の径路をリアルタイムで、位置読み取り値によって判定する段
階を含んでいることを特徴とする請求項 21に記載の方法。
【請求項３８】
前記マシン（ 10）の地形変更部分（ 32）の有効幅を、実際の幅よりも小さいか、或いは等
しい大きさに定める段階を含んでいることを特徴とする請求項 21に記載の方法。
【請求項３９】
前記マシン（ 10）の前記地形変形部分（ 32）が通過した場所の領域を位置読み取りの間に
判定し、前記地形変更部分（ 32）の前記有効幅が通過した前記第二の場所モデル（ 106）
の領域を更新することを特徴とする請求項 38に記載の方法。
【請求項４０】
作業場所の地形と前記作業場所（ 12）上の操作を正確に監視し制御するシステムにおいて
、
前記場所の上か中を通り前記場所の前記地形を変更し、前記場所（ 12）に対して動くとき
に三次元において前記マシン（ 10）の少なくとも一部分の瞬間的な位置をリアルタイムで
正確に決定する位置決め手段が設けられたモービルマシン（ 10）と、
該マシン（ 10）上で前記位置決め手段に接続されたディジタルデータ記憶設備と、
該ディジタル的なデータ記憶設備に記憶された、所望の場所地形の第一の三次元場所モデ
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ル（ 104）と、前記ディジタルデータ記憶設備（ 40）に記憶された、前記実際の場所地形
の第二の三次元場所モデル（ 106）と、
前記ディジタルデータ記憶設備（ 40）と前記位置決め手段（ 40、 50）と連通されており、
前記場所（ 12）に対する前記マシン（ 10）の位置をリアルタイムで監視し、該マシン（ 10
）が前記場所（ 12）を通過するとき前記マシン（ 10）の前記監視された位置に応答してリ
アルタイムで第二の前記場所モデル（ 106）を更新し、更に前記第一及び第二の場所モデ
ルの間のリアルタイムで更新された差を表す信号を作り出して、前記マシン（ 10）の前記
操作を導いて前記第二の更新された場所モデル（ 106）を前記第一場所モデル（ 104）に一
致させるようにすることを特徴とするシステム。
【請求項４１】
前記信号を前記ダイナミックデータベース手段（ 400）に連通し、前記第一及び第二の場
所モデル（ 104、 106）の間の差と前記場所（ 12）に対する前記マシン（ 10）の位置をディ
スプレイするオペレータディスプレイ手段（ 108）を含んでいることを特徴とする請求項 4
0に記載のシステム。
【請求項４２】
前記オペレータディスプレイ（ 108）は前記マシン（ 10）上に配置されていることを特徴
とする請求項 41に記載のシステム。
【請求項４３】
前記オペレータディスプレイ（ 108）は、前記マシン（ 10）から離れて配置されているこ
とを特徴とする請求項 41に記載のシステム。
【請求項４４】
前記ダイナミックデータベース手段（ 400）は前記マシン（ 10）上に配置されていること
を特徴とする請求項 40に記載のシステム。
【請求項４５】
前記ダイナミックデータベース手段（ 400）は前記マシン（ 10）から離れて配置されてい
ることを特徴とする請求項 40に記載のシステム。
【請求項４６】
前記ダイナミックデータベース手段（ 400）と連通する前記マシン（ 10）上の自動制御手
段を含み、第一及び第二場所モデル（ 104、 106）の間の差を表す信号が前記自動制御手段
を作動させて、前記第二の場所モデル（ 106）を前記第一の場所モデル（ 104）と一致させ
ようとすることを特徴とする請求項 40に記載のシステム。
【請求項４７】
前記位置決め手段は GPS受信機（ 16、 18）を備えていることを特徴とする請求項 40に記載
のシステム。
【請求項４８】
前記位置決め手段は、前記場所の表面に接触する前記マシン（ 10）の一部分に対して既知
の位置で前記マシン（ 10）上に取り付けられていることを特徴とする請求項 40に記載のシ
ステム。
【請求項４９】
前記マシン（ 10）は、該マシン（ 10）に対して移動して前記場所（ 12）を変更する用具（
32）を含んでおり、前記位置決め手段は前記用具（ 32）にとともに動くように取りつけら
れていることを特徴とする請求項 40に記載のシステム。
【請求項５０】
前記用具（ 32）には、前記場所の表面に対する前記用具（ 32）の高さを判断する近接検知
手段（ 19）が設けられていることを特徴とする請求項 49に記載のシステム。
【請求項５１】
前記マシン（ 10）には、該マシン（ 10）上で離れた第一及び第二の場所に配置された位置
決め手段（ 18）が設けられており、前記第二場所に配置された前記位置決め手段（ 18）は
、前記第一場所に配置された前記位置決め手段（ 18）に対して方向基準を与えることを特
徴とする請求項 40に記載のシステム。
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【請求項５２】
前記ダイナミックデータベース（ 400）は、前記場所に対する前記マシン（ 10）の径路を
リアルタイムで位置読み取り値によって決定する差動手段（ 124）を含んでいることを特
徴とする請求項 40に記載のシステム。
【請求項５３】
前記マシン（ 10）は、連続した幅の地形変更部分（ 32）を有しており、前記ダイナミック
データベース手段（ 400）は、前記地形変更部分（ 32）の有効幅を実際の幅よりも小さい
か、或いは等しい大きさに定める手段（ 124）を含んでいることを特徴とする請求項 52に
記載のシステム。
【請求項５４】
前記差動手段（ 124）は、前記マシン（ 10）の前記地形変更部分（ 32）が通過した径路を
位置読み取り値として判定する多角形書き込みアルゴリムを含んでいることを特徴とする
請求項 53に記載のシステム。
【請求項５５】
前記ダイナミックデータベース（ 400）手段は、前記マシン（ 10）の前記地形変更部分（ 3
2）が通過した前記第二の場所モデルの領域を更新する手段（ 62）を含んでいることを特
徴とする請求項 54に記載のシステム。
【請求項５６】
場所の上のモービル地形変更マシン（ 10）の径路をリアルタイムで決定する方法において
、
単位面積からなる連続したマトリックスに小区分された場所の地形のモデルを形成し、
モービルマシン（ 10）に、該マシン（ 10）が前記場所（ 12）を通過するときに三次元区間
内における前記マシン（ 10）の少なくとも一部分の位置を決定する手段（ 40、 50）を設け
、
該マシン（ 10）が前記場所（ 12）を通過する間、前記場所モデル（ 104、 106）上の一連の
座標点として前記マシン（ 10）の位置をたどり、
前記場所モデル（ 104、 106）の前記単位面積に対して前記マシン（ 10）の作動部分（ 32）
の物理的パラメータを決定し、
前記場所（ 12）に対する前記マシン（ 10）の径路を、座標点の間で前記マシン（ 10）の前
記作動部分（ 32）が通過した場所モデル（ 104、 106）の前記単位面積からなるものとして
リアルタイムで決定する、
段階からなる方法。
【請求項５７】
前記マシン（ 10）の前記作動部分の前記パラメータは、実際のパラメータよりも小さいか
、或いは等しい有効パラメータとして決定され、前記場所モデル（ 104、 106）上に表され
た、前記場所（ 12）上の前記マシン（ 10）の径路が前記作動部分（ 32）の前記有効パラメ
ータの径路によって決定されることを特徴とする請求項 56に記載の方法。
【請求項５８】
前記マシン（ 10）の前記作動部分（ 32）の前記有効パラメータを決定する前記段階は、前
記作動部分（ 32）の有効幅を実際の幅よりも小さく決定する段階を含んでいることを特徴
とする請求項 57に記載の方法。
【請求項５９】
前記有効幅は、前記場所モデル（ 104、 106）上の一つの単位面積の前記幅の小部分に対応
する距離だけ各実際の端部から離れて、前記マシン（ 10）の前記作動部分（ 32）の各有効
端部を配置することによって決定されることを特徴とする請求項 58に記載の方法。
【請求項６０】
前記マシン（ 10）の前記作動部分は、連続した幅の地面輪郭形成ブレード（ 32）を備えて
いることを特徴とする請求項 58に記載の方法。
【請求項６１】
前記マシン（ 10）の前記作動部分は複数の地形変更部分（ 32）を備えていることを特徴と
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する請求項 58に記載の方法。
【請求項６２】
前記有効パラメータが通過したと判定される、前記場所モデル（ 37）の各単位面積からな
る地形を更新する段階を含んでいることを特徴とする請求項 57に記載の方法。
【請求項６３】
場所（ 12）上のモービル地形変更マシン（ 10）の径路をリアルタイムで決定する装置にお
いて、
単位面積からなる連続したマトリックスの（ 37）に区画され、ディジタル記憶設備（ 126
）内に記憶された、場所地形のモデル（ 36）と、
前記場所（ 12）を通過するときに、少なくとも一部分の三次元空間における瞬間的な位置
を判断する手段（ 120）が設けられたモービルマシン（ 10）と、
ディジタル記憶設備（ 126）と、前記マシン（ 10）が前記場所（ 12）を通過する間に、前
記場所モデル（ 104、 106）上の一連の座標点として前記マシン（ 10）の前記瞬間的な位置
をたどる位置決め手段（ 120）とを接続する手段（ 124）と、
前記場所モデル（ 104、 106）の複数の前記単位面積（ 37）からなる前記マシン（ 10）の作
動部分（ 32）の物理的パラメータを決定する手段（ 470）と、
前記場所（ 12）に関する前記マシン（ 10）の径路をリアルタイムで判定する手段（ 124）
と、を備え、
前記径路は、座標点の間で前記マシン（ 10）の前記作動部分（ 32）が通過した前記場所モ
デル（ 104、 106）の前記単位面積（ 37）からなることを特徴とする装置。
【請求項６４】
前記物理的パラメータを判定する前記手段（ 470）は、前記マシン（ 10）の前記作動部分
（ 32）の有効パラメータを実際のパラメータよりも小さいか、或いは等しく定める手段を
含んでおり、前記場所モデル（ 104、 106）上に表された前記場所（ 12）上の前記マシン（
10）の前記径路を判断する前記手段（ 124）は、前記作動部分（ 32）の前記有効パラメー
タの前記通路を判断する手段を含んでいることを特徴とする請求項 63に記載の装置。
【請求項６５】
前記マシン（ 10）の前記作動部分（ 32）の前記有効パラメータは、実際の幅よりも小さい
前記作動部分（ 32）の有効幅を備えていることを特徴とする請求項 64に記載の装置。
【請求項６６】
前記有効幅は、前記場所モデル（ 37）上の一つの単位面積の前記幅の小部分だけ各実際端
部から離れた、前記マシン（ 10）の前記作動部分（ 32）の有効端部間に形成されているこ
とを特徴とする請求項 65に記載の装置。
【請求項６７】
前記マシン（ 10）の前記作動部分（ 32）は、連続した幅の地面輪郭形成ブレードを備えて
いることを特徴とする請求項 65に記載の装置。
【請求項６８】
前記マシン（ 10）の前記作動部分（ 32）は、連続した幅の複数の地形変更部分を備えてい
ることを特徴とする請求項 65に記載の装置。
【請求項６９】
前記有効パラメータが通過したと判定される前記モデル（ 37）の各単位面積からなる地形
を更新する手段を含んでいることを特徴とする請求項 64に記載の装置。
【請求項７０】
三次元位置信号と場所のディジタル化されたモデルを用いて、場所に対する三次元空間に
おけるマシン（ 10）の位置を正確に判定し、マシン（ 10）によって場所（ 12）上でなされ
る作業の進行状態をディスプレイして、導く手段において、
（ａ）前記場所（ 12）を通過するときに、前記マシン（ 10）の三次元空間における瞬間的
な位置をリアルタイムで表す位置信号を受信するマシン（ 10）を設け
（ｂ）ディジタルデータ記憶設備（ 126）において単位面積からなる連続したマトリック
スに区分された、前記場所（ 12）の前記実際の地形を表す実際場所モデルと、所望の場所

10

20

30

40

50

(7) JP 3645568 B2 2005.5.11



地形の固定三次元モデルからなる所望の場所モデルとを作って記憶し、
（ｃ）実際のパラメータよりも小さいか、等しい有効パラメータからなる、前記マシン（
10）の作動部分の前記物理的パラメータを前記場所モデル（ 430）の単位面積の関数とし
て決定し、
（ｄ）前記マシン（ 10）が前記場所（ 12）を通過する間、一連の三次元座標点として前記
マシン（ 10）の前記位置をたどり、
（ｅ）座標点の間で、前記マシンの前記作動部分の有効パラメータが通過した前記単位面
積からなる、前記マシンの径路をリアルタイムで決定し、
（ｆ）前記場所（ 12）上の前記マシン（ 10）を操作すると同時に、前記場所（ 12）に対す
る前記マシン（ 10）の前記作動部分の前記径路にしたがって、前記記憶設備（ 126）内の
前記実際場所モデルをリアルタイムで更新し、前記実際場所モデルと、前記所望の場所モ
デルと、前記実際及び所望の場所モデルの間の現在の差と、前記実際及び所望の場所モデ
ルに関する前記マシン（ 10）の前記位置とを前記マシン（ 10）のオペレータにリアルタイ
ムでディスプレイする、
段階からなる方法。
【請求項７１】
前記オペレータディスプレイ手段（ 108）は、前記マシン（ 10）上に配置されていること
を特徴とする請求項 70に記載の方法。
【請求項７２】
前記オペレータディスプレイ手段（ 108）は、前記マシン（ 10）上に配置されていること
を特徴とする請求項 70に記載の方法。
【請求項７３】
前記ディジタルデータ記憶設備（ 126）は、前記マシン（ 10）上に配置されていることを
特徴とする請求項 71に記載の方法。
【請求項７４】
前記ディジタルデータ記憶設備（ 126）は、前記マシン（ 10）から離れて配置されており
、前記更新された場所モデル（ 37）を表す信号を前記マシン（ 10）から離れたダイナミッ
クデータベース手段から前記マシン（ 10）上の前記オペレータディスプレイ手段（ 108）
に伝達し、前記マシンの前記位置を前記ダイナミックデータベース手段に伝達することを
特徴とする請求項 71に記載の方法。
【請求項７５】
場所のディジタル化されたモデル内の三次元位置信号を用いて、場所に対する三次元空間
におけるマシン（ 10）の位置を正確に判定する装置において、
（ａ）前記位置信号を受信し、前記場所（ 12）を通過するときに少なくとも一部分の三次
元空間における瞬間的な位置を判定する手段が設けられたモービルマシン（ 10）と、
（ｂ）ディジタルデータ記憶設備（ 126）内に記憶された前記場所地形を表す場所モデル
と、
（ｃ）前記マシン位置を判定する手段（ 470）と、前記ディジタルデータ記憶設備（ 126）
とに接続され、前記場所（ 12）に関する前記マシン（ 10）の少なくとも一部分の前記三次
元位置に従って、前記記憶設備（ 126）内で場所モデルをリアルタイムで更新する手段（ 6
2）を含んだダイナミックデータベース手段（ 400）と、を備え、
前記場所モデルは、前記場所（ 12）の前記実際の地形を表す実際の場所モデルであり、所
望の場所モデルが前記ディジタル記憶設備（ 126）内に記憶されており、前記ダイナミッ
クデータベース手段（ 400）は、前記実際の場所モデルが更新されるときに該前記実際場
所モデル（ 430）と前記所望の場所モデル（ 420）との間の差をリアルタイムで判断し、位
置の読み取りの間前記場所（ 12）に対する前記マシン（ 10）の前記径路をリアルタイムで
決定する差動手段を含んでおり、さらに前記ダイナミックデータベース手段（ 400）は、
前記マシン（ 10）の前記作動部分の有効幅を実際の幅よりも小さいか、等しい大きさに決
定する手段と、前記マシン（ 10）の前記作動部分の前記有効幅が通過した前記第二の場所
モデル（ 106）の前記領域を更新する手段とを含んでいることを特徴とする装置。
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【請求項７６】
前記マシン（ 10）のオペレータに対して前記更新された場所モデルを前記マシン（ 10）の
オペレータに対してリアルタイムでディスプレイする手段を含んでいることを特徴とする
請求項 75に記載の装置。
【請求項７７】
前記オペレータディスプレイ手段（ 108）は、前記マシン（ 10）に配置されていることを
特徴とする請求項 76に記載の装置。
【請求項７８】
前記オペレータディスプレイ手段（ 108）は、前記マシン（ 10）から離れて配置されてい
ることを特徴とする請求項 76に記載の装置。
【請求項７９】
前記ダイナミックデータベース手段（ 400）は、前記マシン（ 10）上に配置されているこ
とを特徴とする請求項 77に記載の装置。
【請求項８０】
前記ダイナミックデータベース手段（ 400）は、前記マシン（ 10）から離れて配置されて
おり、前記更新された場所モデルを表す信号を、前記マシン（ 10）から離れた前記ダイナ
ミックデータベース手段（ 400）から前記マシン（ 10）上の前記オペレータディスプレイ
手段（ 108）に伝達する手段と、前記マシン（ 10）の前記位置を前記ダイナミックデータ
ベース（ 400）に伝達する手段が設けられていることを特徴とする請求項 77に記載の装置
。
【発明の詳細な説明】

本発明は、作業場所の地形を変更する機械の操作に関する。より詳細には、本発明は、機
械によって地形が所望の状態に変更されるように作業場所の地形を集合的に表すディジタ
ルデータをリアルタイムで発生させて、使用することに関する。
本明細書に用いられる“地形変更マシン”及びこれに類似した様々な用語は、トラック式
トラクター、地ならし機、塗装用コンクリートミキサー車、アスファルトレーヤのような
自走式モービル機械のことを意味し、これらは、（１）フレームを支持する車輪やトラッ
クを駆動する原動機（例えば、エンジン）がフレーム上に設けられているために作業場所
の上、或いは中を通る可動性と、（２）ブレード、ショベル、バケット、リッパー等の工
具、或いは組になった工具からなる、フレーム上の設備のために、作業場所の地形を変更
する能力とを示す。トラック式トラクター、地ならし機、塗装用コンクリートミキサー車
及びアスファルトレーヤーのような機械は、一般的に“土壌移動機械、或いは道具”と言
われ、これらの機械は、本発明が取り扱う地形変更マシンのサブカテゴリーを構成するこ
とがわかる。

精巧で、強力な土壌移動機械の開発にもかかわらず、広い敷地の土地の地形を再整形した
り、或いは建設地、採鉱所、道路等の作業場所の地形を変更する作業は、時間を要し、重
労働を行っている状態のままである。このような操作では、作業場所上に多数のポイント
の座標を得て、この後に、場所の３次元モデルを構成するように、光学機械の照準線、或
いは他の静止型ポイント毎の計測技術を用いて、現在実施されている測量を必要とするこ
とが多い。この測量から、建築学的構想、即ち目標となる地形が展開される。この後、こ
の場所は、様々な色の杭で注意深く目印がつけられ、いかに機械が元の状態から所望の状
態に作業場所を変更するように操作されるべきかをトラック式トラクターのような地形変
更マシンのオペレータに物理的な合図を与える。最も熟練した、経験豊かなオペレータの
みが、効率的に広い土地の場所を再整形できるが、ひとつには、大型スケールがないとと
もに、土地改良の進行状況に関する詳細な情報がないためにこのように困難性が生じる。
その結果、広い作業場所の地形的な変更を含む殆どのプロジェクトでは、地ならし機等の
操作に熟練者と多くの人員を必要とする点において時間を無駄にし、労働力も必要とする
。
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さらに、元の場所の地形がどの程度所望の地形に一致するようになったかを知るために、
測量者がその日までの進行程度を確認し、手でその場所とともにその場所モデルに手によ
って杭で目印をつけたり目印をつけ直す間、その操作は中断される。これらの不定期な確
認の間、機械のオペレーターと観測者は、リアルタイムで進行状態を計測するための精密
な方法を有していない。

本発明は、作業場所の地形を所望の状態に正確にかつ効率的に変更する操作機械の長期に
わたる問題に対して解決策を提供する。本発明は、オペレータに知らせるために、その場
所に物理的な目印をつける必要なく、例えば、機械に燃料を補給するのに必要とされるよ
うな操作における中断のみを有する状態で、かつ作業員に要求されるのが最小限の状態で
、このような地形的変更を達成する。
一般的に、これは、実質的にモービル機械に支持されているか、或いは機械から離れて配
置されているが、例えば無線結合によって機械に接続されているディジタル的なデータ記
憶、検索及び処理設備を設け、その設備によって、与えられた時間でのその場所のディジ
タル三次元モデルと、例えば設計者が望むようなその場所のディジタルモデルを記憶し、
実際に作りだし、変更することによって達成される。
本発明は、さらに、モービルマシン、或いはある場合においてはマシンによって支持され
る地面接触用具の三次元空間における正確な位置が、リアルタイムで正確に決定される機
構を備えている。即ち、この機構が場所の地形を変更するので、マシンがその場所の上、
或いは中を動くときリアルタイムでポイント毎に、ディジタル三次元モデルを更新するよ
うになる。後述するように本発明の好ましい実施では、三次元の空間においてセンチメー
トルの精度にまで対象物を正確に配置することのできる位相差 GPS（全地球航法）の使用
を含んでいる。
本発明は、所望のディジタル三次元場所モデルを連続的に更新された実際のディジタル三
次元場所モデルに比較する手段と、作業場所の上、或いは中の多数の座標のそれぞれに必
要とされる変更の程度を表す信号を発生させ、実際のモデルを所望のモデルと一致させる
手段とを備えている。これらの信号によって、一例において、マシン上にあるいはマシン
から離れて、リアルタイムディスプレイを形成することもでき、全体の場所の少なくとも
一部分に関して情報を伝達する基準のフレーム内にリアルタイムでマシンの実際の進行に
ついてオペレータに合図を送る。後述する他の実施例において、所望の三次元モデルと実
際の三次元モデルとの間の差を表す信号が、マシン、或いはマシンの一部分、又は双方の
リアルタイム自動制御に加えられる。
好ましい形態において、位置決定機構、或いは、システムの少なくとも一部分は、マシン
が場所を通過するときにマシンに支持されている。マシンが、分離した地面接触用具を含
む場合には、位置決定システムを用具に取りつけることができる。用具がマシンフレーム
、或いはキャリッジ、例えば油圧的に作動されるブレード、バケット、或いはスクラッパ
に対して可動である場合には、用具に場所の表面に対する高さを決定する手段を設けるこ
とができる。
本発明の他の態様に関して、ディジタル的なデータ記憶手段と検索手段において場所の所
望の地形を表す第一の三次元地形場所モデルと、場所の実際の地形を表す第二の三次元地
形場所モデルを作り出して記憶する段階と、この後、マシンが場所を通過して変更すると
きにモービル地形変更マシン、或いは支持された用具が三次元空間内の瞬間的な位置をリ
アルタイムで表す信号を発生させる段階と、第二のモデルを更新するようにディジタル信
号を用いる段階と、第一モデルと更新された第二のモデルとの間の差を決定する段階と、
この差に従ってマシンの操作を導き更新された第二のモデルを第一モデルに一致させる段
階とからなる、モービル地形変更マシンの作動を指示するための方法が提供される。
一実施例において、マシンの作動を指示するための段階は、作業場所に関するモービル機
械の瞬間的な位置と、この場所を第一の三次元モデルと一致させるのに必要とされる変更
と、第一モデルの実現に向けてなされる実際の進行と、をリアルタイムでオペレータに知
らせるディスプレイをマシンオペレータに提供することによってなされる。
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他の実施例において、マシンの作動を指示するための段階は、電気油圧式アクチュエータ
を介して実際的に作業することによって自動、或いは半自動の形式で実施され、マシン、
又はこのマシンによって支持される地面変更用具の動きの位置、高さ、及び方向を制御す
る。
好ましい形態において、位置決定手段の少なくとも一部分は、マシンが場所を通過すると
きにマシン上に支持される。マシンが別個の地面接触用具を含んでいる場合には、位置決
定システムを用具に取り付けてもよい。用具がマシンフレーム、或いはキャリッジに対し
て可動である場合には、場所の表面に対する高さを決定する手段を用具に設けることがで
きる。
後述でより詳細に述べるように、本発明の装置と方法の態様は、様々な方法で達成するこ
とができる。例えば、ディジタル的なデータ記憶及び検索設備と更新及び差動手段は、一
体化した包括的な内蔵形マシンシステムの一部としてマシンによってかつマシンに支持さ
れる。或いは、これらの手段は、場所から離れて配置されるか、或いは可視ディスプレイ
信号、即ち、自動制御信号をマシンに伝達し、更新された位置と、マシンが作動中にマシ
ンからの場所情報を受信する設備の近くに配置されてもよい。
後述で詳細に述べるように、地形変更マシンはトラック式トラクター、地ならし機、コン
クリートミキサー車、或いはアスファルトレーヤのような土壌移動道具であればよい。マ
シンは、位置システムの能力によって、露天堀り、或いは土壌掘り操作においてみられる
モービル機械のような地下、即ち地中操作を行うことができる。
好ましい形態において、本発明の方法と装置の態様は、位相差 GPS受信システムを用いて
全地球航法から得られた三次元の位置情報を用いることによって理解できる。このような
GPS受信機は、全地球航法からの信号と、既知の位置座標の局部基準受信機からの差動信
号を用いて、センチメートルの精密さで位置座標データを形成する。従って、好ましい態
様で本発明を実施するのに用いられた装置は、 GPS信号受信能力と局部信号受信能力の双
方を備えた GPS受信機を備えており、かつ測地学的に測量される場所で局部基準信号が手
に入らない領域では、局部データ処理装置に補正信号を与えるように一時的に測量された
差動受信機／送信機を備えている。或いは生位置データは基準受信機から局部データプロ
セッサに伝達されることができ、マシンに取りつけられた受信機からの情報と比較し補正
する。
本発明の他の態様において、建設場所、採鉱所、及び道路のような場所の地形を変更する
ように操作を実施するのに用いるのに適したディスプレイを正確に発生させて制御して、
段階的にモービルマシンによってなされた進行を正確にディスプレイするようにする手段
が提供されている。ディスプレイの単位面積は、 GPS受信機とディジタルプロセッサシス
テムのサンプリング速度に対応していてもよいし、対応していなくてもよい。後述するよ
うに、場所、即ち詳細にその場所のディスプレイ可能な部分が連続したマトリックスに小
さくわけられる。このマトリックスの単位面積の大きさは、モービルマシンが GPS受信機
とデータ処理設備のサンプリング速度よりも大きい速度で通過するような大きさである。
土壌変更用具、或いは道具の物理的パラメータと大きさ、及びこれらの関係を考慮するア
ルゴリズムが物理的マシンとその進行通路に適用される。ディスプレイの単位面積は、書
き込まれたり、色付けされたり、修正されたり、或いは GPS受信機或いは他の位置決めシ
ステムから得られた進行情報及び後述するようにディジタル処理設備内に存在するアルゴ
リズムの法則に従ったディジタル処理設備に従って変更される。
本発明の一実施例において、位置読み取りの間の場所に関するマシンのリアルタイムの通
路は、実際の幅よりも小さいか等しいマシンの地形変更部分の有効幅を決定する差動アル
ゴリズムで決定され、この有効幅が通過する場所モデルの各部分を更新する。好ましい態
様において、マシンが場所を通過するときのマシンの瞬間的な位置は、場所モデル上で一
連の座標点としてたどられる。座標点をたどる速度が場所の単位面積、即ちグリッド要素
上のマシンの進行速度と等しい場合には、差動アルゴリズムは、座標点間でマシンの地形
変更部分が通過した単位面積を決定する。地形変更部分が連続した幅、例えばブレード或
いはスクラッパ要素である場合には、ブレードの有効パラメータは、実際のパラメータよ
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りも小さく設定されるのが好ましく、ブレードによって実際に操作された場所の部分のみ
が書き込まれたり、色付けされたり、修正されたり、或いは場所に対する変更と、実際の
場所モデルと、所望の場所モデル間の現在の差を示すように変更されたり印がつけられた
りする。
より明白にするために、最初の場所測量が、第一の三次元地形場所モデルを構成するよう
に様々な方法で形成することができる。本発明の一実施例、或いは利用において、標準の
公知の場所測量方法と、使用される特定のディジタル化したデータシステムの物理的及び
データ処理の要求に従ってディジタル化された、公知の標準的測量からのデータを用いて
、第一のモデルを作り出してもよい。或いは、実際の場所地形モデルは、地形変更マシン
で、或いはこの状態に適応した特別なマシン、又は車両を用いることによって場所を通過
することから形成してもよい。例えば、滑らかで比較的改良された地形的な場所では、小
型トラックが通過できるが、あまり改良されていなかったり、或いは起状の大きい場所で
は特別な車両、或いは受信機、その場所を歩いて通る人間によって運ばれるディジタル化
された、または記憶設備も必要となる。あるいは、特に困難な場所では、ステレオ写真、
或いは、ホログラフィの設備を用いて空気によって測量される。更に、他の変更例におい
て地中の地形は、様々な場所で、また様々な深さで多量のコアサンプルを形成し、このよ
うなサンプルから地中の場所モデルを構成することによって測量してもよい。

図１は、本発明に従った機械位置及び制御方法を表す概略図である。
図２は、 GPS信号を受信し、処理に用いて、本発明を実施することのできる装置の概略図
である。
図３は、 GPS位置を用いる図２のシステムの一実施例の詳細図である。
図４は、作業場所、地形変更マシン、及び本発明の例示した地面輪郭形成実施例に係る位
置及び制御システムの概略図である。
図 4Aは、図４のマシンに取りつけられた位置システムの他の構造である。
図 5A－ 5Bは、本発明に用いられたような例示的なディジタル化された場所モデルのグラフ
による再生である。
図 6A乃至 6Dは、図４における地面輪郭形成操作のための本発明に従って形成されたリアル
タイムオペレータディスプレイである。
図 7A乃至 7Dは、本発明に従ったダイナミックデータベースのフローチャートである。
図８は、閉じたループの自動マシン制御システムを含む本発明のシステムの概略図である
。

図１を参照すると、本発明の方法が概略的に示されている。例えば、３－Ｄレーザ、 GPS
、 GPS/レーザーの組合せ、レーダーのような外部基準器を備えた、公知の３次元場所決め
システムを用いて、マシン、或いは工具位置の地形位置座標は、マシンがその場所上を動
くときにブロック 100内で決定される。これらの座標は、即座に一連の別個のポイントと
して差動アルゴリズムにブロック 102で供給される。この差動アルゴリズムはリアルタイ
ムにおける機械位置と通路を計算する。実際と所望の場所の地形のディジタル化されたモ
デルが、例えば局部ディジタルコンピュータのような接近可能なディジタル記録と検索設
備にブロック 104でロード、即ち記憶されたりする。差動アルゴリズム 102は、 104からの
場所モデルを検索し、処理して更新し、ブロック 106で実際の場所と所望の場所モデルの
間の差の場所のダイナミックデータベースが作り出され、新しい場所の情報がブロック 10
0から受け取られるときに実際の場所モデルをリアルタイムで更新する。次いで、この動
的に更新された場所モデルは、ディスプレーステップ 108内でオペレータに知らされ、リ
アルタイムの位置、方向及び場所地形／トポグラフィーの更新が人間の読み取り可能な形
態で与えられる。ディスプレーからの情報を用いて、オペレーターは、効率良くモニター
できブロック 109においてマシンを手で制御する。
さらに、或いはダイナミック更新情報が、ブロック 110で、例えばキャタピラー社によっ
て開発された種類の電気油圧システムのような自動マシン制御システムに与えることがで
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き、様々なポンプ、バルブ、油圧シリンダ、モーター／操縦機構、及び地形的変更マシン
に用いられる他の制御を操作するように用いられる。電気油圧制御は、オペレータの動作
が、例えばマシンをオバーロードさせるような場合、マシンの作業を最小にしてマニュア
ル制御を制限するのに役立つことができる。或いは、ダイナミックデータベースからの場
所更新情報は、完全な自動マシン／工具制御を完全に行うのに用いることができる。
この方法で、最初の実際場所地形／トポグラフィーモデルがマシンによって、まだ測量さ
れていない領域に形成できることが前述から明白である。与えられた場所上において規則
的なパターンでマシンを単に動かすことによって、場所の地形は、ブロック 104でロード
された、所望の建築的場所モデルに関して決定される。マシンが、全範囲の場所を通過し
て、実際の地形を正確に決定した後、実際の場所モデルは、モニターされて、マシンが実
際の地理を所望の位置モデルと一致させるときにブロック 106でリアルタイムで更新でき
る。
図２を参照すると、本発明を実施するために GPS信号の受信と処理に関して用いることの
できる装置が、局地基準アンテナと衛星アンテナとを備えた GPS受信装置 120と、差動アル
ゴリズムを用いて 120からの信号を受信するように接続されたディジタルプロセッサ 124と
、プロセッサ 124によってアクセスされ、更新されるディジタル記録と検索設備 126及びオ
ペレータディスプレイ、又はプロセッサ 124から信号を受信するブロック 128における自動
マシンコントロールと、からなるブロック線図の形態で示されている。
GPS受信システム 120は、全地球航法からの信号を受信する衛星アンテナと、局部基準アン
テナ含んでいる。 GPS受信システム 120は、衛星アンテナからの位置信号と、局部アンテナ
からの差動補正信号を用いて３次元における位置座標データを移動物体に対してセンチメ
ートルの精密さで作り出す。或いは基準アンテナからの生データがシステムによって処理
されて差動補正を決定することができる。
この位置情報は、 GPS受信機 120の座標サンプリングの速度が許すかぎりリアルタイムでデ
ィジタルプロセッサ 124に供給される。ディジタル記憶設備 126は、例えばアーキテクチュ
アプランに従って所望の場所地形の第一の場所モデルと、例えば最初に測量されたような
実際の場所地形の第二のディジタル化された場所モデルとを記憶する。実際の場所地形に
対応する場所モデルは、ディジタルプロセッサ 124が GPS受信機 120から新しい位置情報を
受信するときにディジタルプロセッサ 124によってリアルタイムでアクセスされ更新でき
る。
ディジタルプロセッサ 124は、連続的に更新された実際の場所モデルとアーキテクチュア
プランとの差を表す信号を発信する。これらの信号は、 128においてオペレータディスプ
レイ、又は自動マシンコントールに与えられて、場所上でマシンの操作を導き、更新され
た実際の場所モデルをアーキテクチュアプランと一致させる。オペレータディスプレイ 12
8は、例えば実際の連続的に更新された場所モデルと所望の場所モデルとの差の一つか、
それ以上の視覚的な表示を与えて、必要な地形変更操作のためにマシンを走行させる際に
オペレータをガイドする。
図３を参照すると、図２に対応するより詳細なシステムの概略図が場所基準信号のための
キネマティック GPSを用いて示されている。ベースの標準モジュール 40と位置モジュール 5
0は、ともに場所に関する地形変更マシンの３次元の座標を決定し、更新／制御モジュー
ル 60は、この位置情報を正確にマシンをモニターし、制御するのに用いることのできる、
場所のリアルタイム表示に変換する。
基本標準モジュール 40は、静止 GPS受信機 16、この受信機 16から入力を受信するコンピュ
ータ 42、一時的、或いは永久的にコンピュータ 42に記憶される基準受信機 GPSソフトウェ
ア 44、標準コンピュータモニタースクリーン 46、及びコンピュータに接続されてディジタ
ルデータストリームを送ることのできるディジタルトランシーバタイプラジオ 48とを含ん
でいる。例示した実施例において、ベース基準受信機 16は、高精度なキネマティック GPS
受信機である。コンピュータ 42は、例えばハードドライブ、８メガバイト RAM、２つの連
続した伝達ポート、プリンタポート、外部モニターポート、外部キーボードポートを備え
た 486DXコンピュータであり、モニタースクリーン 46は、受動マトリックスカラー LCDであ
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り、ラジオ 48は、商業的に入手可能なディジタルデータトランシーバーである。
位置モジュール 50は、整合キネマティック GPS受信機 18と、この受信機 18から入力を受信
する整合コンピュータ 52と、このコンピュータ 52に永久的、或いは一時的に記憶されるキ
ネマテック GPSソフトウェア 54と、標準コンピューターモニタースクリーン 56及びベース
基準標準モージュール 40においてラジオ 48からの信号を受信する整合トランシーバタイプ
ディジタルラジオ 58とからなる。例示した実施例において、位置モジュール 50は、マシン
とともに作業場所上を動くように地形変更マシン上に配置されている。
図示した実施例においてマシンを処理する更新／制御モジュール 60は、位置モジュール 50
から入力を受信する別のコンピュータ 62、コンピュータメモリーにディジタル的に記憶さ
れたりロードされた、１個か、それ以上のディジタル化された場所モデル 64と、コンピュ
ータ 62のメモリーに記憶されたりロードーされるダイナミックデータベース更新モジュー
ル 66、及び、コンピュータに接続されたカラーオペレータディスプレイスクリーン 22を含
んでいる。代わりに、或いは更にオペレータディスプレイ 22、自動マシン制御 70がコンピ
ュータに接続されて公知の方法で自発的、或いは半自発的な方法でマシンを操作する信号
を受信する。
更新／制御モジュール 60は、ここではモービルマシンに取りつけられて、示されているが
、いくつかの或いは全ての部分を離して配置することができる。例えば、コンピュータ 62
、場所モデル 64、及びダイナミックデータベース 66は、ラジオデータリンクによって位置
モジュール 50と、オペレータディスプレイ 22或いはマシン制御インターフェイス 70に接続
することができる。位置と場所の更新情報は、マシンへ或いはマシンから伝えることがで
き、オペレータや監視者によってマシンのオンとオフを表示したり、用いたりするように
なる。
ベース基準ステーション 40が作業場所に対して公知の３次元座標の一点で固定される。ベ
ース基準ステーション 40は受信機 16を介して、 GPS衛星位置から位置情報を受信し、基準 G
PSソフトウェア 44を用いて公知の手段で一時的誤差量、即ち補正要素を引き出す。この補
正要素は、ベースステーション 40からモービルマシン上の位置ステーション 50にラジオリ
ンク 48、 58を介して通信される。或いは、生位置データがラジオリンク 48、 58を介してベ
ースステーション 40から位置ステーション 50に伝達されて、コンピュータ 52によって処理
される。
マシンに取りつけられた受信機 18は、衛星位置から位置情報を受取り、キネマティック GP
Sソフトウェア 54は、受信機 18からの信号とベース基準 40からの補正要素とを組合せ、受
信機 18の位置と、ベース基準 40と２、３センチメートル内の作業場所に対するマシンの位
置を決定する。この位置情報は、３次元であり、 GPSシステムのサンプリングの速度に従
って、ポンイント毎に得ることができる。
更新／制御モジュール 60を参照すると、場所のディジカル化されたプラン、或いはモデル
がコンピュータ 62にロードされると、ダイナミックデータベース 66が、実際の場所地形と
所望の場所地形との間の差を表す信号を発生し、この差をグラフ的にオペレータディスプ
レイスンクリーン 22に表示する。例えば、プロフィール、又は実際及び所望の場所モデル
の平面図はスクリーン 22上で組み合わされて、これらの表面間の高さの差が表示される。
位置モジュール 50から受け取られた位置情報を用いて、データベース 66は、場所上のマシ
ンの実際の位置と方向に対応してディスイプレイ 22上の実際の場所モデル上に重ねられた
マシンのグラフィックアイコンを形成する。
位置モジュール 50のサンプリング速度のために、マシンが場所上を動くと、位置座標点間
の時間／距離の遅れが生じるので、本発明のダイナミックデータベース 66は、差動アルゴ
リズムを用いてマシンの通路をリアルタイムで決定して更新する。
場所に対するマシンの明確な位置、場所のディジタル化された図、これに対するマシンの
進行状態を得て、オペレータは場所上でマシンを動かすことができ、場所の表面上に配置
された物理的な目印に頼る必要なく様々な地形変更操作を実施するようになる。オペレー
タがマシンを場所上に動かすとき、ダイナミックデータベース 66は、モジュール 50から入
ってくる位置情報を読み取り、処理し場所に対するマシンの位置、場所上のマシンの通路

10

20

30

40

50

(14) JP 3645568 B2 2005.5.11



、及びマシンの通路によって影響を受けた実際の場所におけるいかなる変化をも全て動的
に更新する。この更新された情報は、場所の表示を作り出すのに用いることができ、リア
ルタイムにおいてマシンの操作を導き、実際の更新された場所地形を所望の場所モデルに
一致させるのに用いることができる。

図４を参照すると、地形変更マシン 10が建設場所 12に位置して示されている。図４の例示
した実施例において、マシン 10は、トラックタイプのトラクターであり、土壌を動かして
その場所で輪郭形成操作を行う。しかしながら、本発明の原理と適用性は、モービル工具
、或いは作業場所の上、或いは中を動いて、いくつかの形態で場所の地形を変更させる能
力を備えたマシンに適合できることがわかるであろう。
マシン 10には、公知のように、概略的に 24で示された油圧式、或いは電気油圧式工具制御
が設けられている。図４のトラクタの輪郭形成の実施例においてこれらの制御は、とりわ
けプッシュアーム 26、先端／ピッチシリンダー 28、及びリフトシリンダー 30を操作し、所
望の掘削、土埋め及び搬送操作の３次元においてブレード 32を動かすようにする。
マシン 10には、マシン又は場所変更工具 32の位置を高精度に決定できる位置決めシステム
が設けられており、図４の実施例においては、位相差 GPS受信機 18が、トラックの場所接
触部分に対して、固定された既知の座標でマシン上に配置される。図３に示されているよ
うに、マシンに取り付けられた受信機 18は、 GPS星座 14から位置信号を受信し、ベース基
準 16からラジオリンク 48、 58を介して誤差／補正信号を受信する。マシンに取りつけられ
た受信機 18は、衛星信号とベース基準 16からの誤差／補正信号の双方を用いて、正確に３
次元空間における位置を決定する。或いは、生位置データは、ベース基準 16から伝達され
て、マシンに取りつけられた受信機システムによって公知の方法で処理されて同様の結果
を得ることができる。キネマチック GPSと本発明に用いるのに適したシステムの情報が、
例えば米国特許第４、 812、 991号、米国特許４、 963、 889号に開示されている。キネマチ
ック GPS、或いは外部参照からの他の適当な３次元位置信号を用いて、受信機 18とマシン 1
0の位置は、マシン 10が場所 12上を動くときに２、３センチメートルの範囲内のポイント
毎に精密に判定される。例示した位置システムを用いる座標点の本発明のサンプリング速
度は、ほぼ１秒につき一点である。
ベース受信機 16の座標は、 GPS位置決め、或いは従来の測量のようないかなる方法におい
ても決定することができる。本国と他国において GPS基準を空港のような国家的に測量さ
れる固定された場所に配置するような段階がとられている。場所 12がこのような国家的に
測量される場所と局地 GPS受信機のような範囲（現在ほぼ 32180mm（ 20マイル））内である
場合には、この局地受信機はベース基準として用いられる。任意的に、三脚に取りつけら
れた GPS受信機を有する、 16のような携帯式受信機と再伝達送信機を用いることができる
。携帯式受信機 16は、前述したように場所 12に、或いは近くの場所で測量される。
ダイナミックデータベースとカラーグラフィックオペレータディスプレイ 22を含む搭載型
ディジタルコンピュータ 20が図４のトラクター上に概略図で示されている。コンピュータ
20は受信機 18に接続されており、連続してマシン位置情報を受信する。コンピュータ 20、
ダイナミックデータベース、及びオペレータディスプレイ 20をトラクター 10上に配置する
必要はないが、このことは、現在好ましい実施例であり、図示を簡単にする。
図 5Aと図 5Bを参照すると、場所 12が、まず測量されて、平面図で、元の場所のトポグラフ
ィー上に重ねられた設計者が仕上げた場所のプランを表す、詳細な地形測量青写真（図示
せず）を形成する。光学的測量と他の技術で、埋め立地、採鉱所あるいは建設場所のよう
な、地形的青写真、或いはトポグラフィー青写真を作り出すことは公知の技術である。基
準点が場所上のグリッド上にプロットされ、結合されたり或いは書き込まれて、青写真上
の場所の輪郭を形成する。基準点が多くとられるほど、地図はより詳細になる。
地形のディジタル化された２次元か、３次元のマップを作りだすためにシステムとソフト
ウェアが現在では入手可能である。例えば、設計者の青写真は、図 5Aの 36で示されている
ような元の場所の地形、或いはトポグラフィーの３次元ディジタル化されたモデルと図 5B
の 38で見られるような所望の場所モデルの３次元にディジタル化されたモデルに変換する
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ことができる。場所の輪郭は、公知の方法で、均一グリッド要素 37からなる標準グリッド
で重ねられる。ディジタル化された場所プランは、重ねられて、様々な角度から（例えば
プロフィールと平面）二次元或いは三次元で見ることができ、カラーコード化されて、例
えば土壌を再び動かしたり、土壌を加えたり或いは単にそのままにしておくことによって
機械が作業しなければならない場所の領域を決定する。入手可能なソフトウェアは、機械
で作業される、即ち動かされるのに必要とされる土壌量を推定し、費用の概算を計算し、
様々な場所特性を認識し土地の上と中の障害物を認識することができる。
しかしながら、場所 12は測量され、マシンのオペレータと監督者が、青写真の紙、或いは
ディジカル化された場所プランのいずれかによって、作業しているとしても、最初に行う
ことは、マシンオペレータのために目印で指示する状態で場所の様々な輪郭、或いは基準
点に物理的に杭で目印をつけることである。基準に対して杭と目印を用いると、オペレー
タは、どこをそれだけ掘り、土盛りし、搬送、或いは元の地形、或いはトポグラフィーを
形成したり、変更したりして最終場所プランを達成することを目でみて感じることによっ
て推定しなければならない。周期的に、この過程の間、オペレータの進行状況は手でチェ
ックされて、最終的な輪郭に到達するまで静止的な一段階ずつの方法において輪郭形成操
作と一致させる。この手動の周期的更新及びチェックは、重労働であり、時間を消費し、
本質的に理想的な結果を出すことが少なくなる。
更に日付と仕事の進行状況を表すインジケータとして、青写真、或いはディジタル化され
た場所モデルを修正することが望まれる場合には、その場所は、再び静止的に測量されて
、青写真、或いはディジタル化された場所モデルを非リアルタイムで場所のずれを手で補
正しなければならない。
従来の静止測量及び更新方法の欠点を除去するために、本発明は、リアルタイムでの監視
と場所 12とマシン 10の制御のために動的に更新されたデータベースとオペレータディスプ
レイを正確な３次元位置とディジタル化された場所マッピングと結合する。場所ダイナミ
ックデータベースは、実際と所望の場所モデル地形測量との差を判定し、マシン 10の場所
12に対するキネマティック GPS位置情報を位置受信機 18から受信し、場所モデルと現在の
マシン位置の双方をオペレータに対してディスプレイ 22上に表示し、センチメートルで計
測される程度の正確さで実際の場所モデル地形、機械位置、及び表示をリアルタイムで更
新する。このようにオペレータは、リアルタイムで場所上での地面移動の前例のない知識
と制御を達成し、場所をチェックしたり再び測量するという障害、或いは必要性なく仕事
を終了できる。
図 6A乃至 6Dを参照すると、スクリーン 22上のマシンオペレータに役に立つ複数の例示的な
表示が図４の地形測量形成の用途のために示されている。図 6A乃至図 6Dの図示した実施例
は、トラクタに取り付けられたブレードを備えた地面形成操作のためのオペレータディス
プレイを示しており、実質的にいかなる種類の地面形成、或いは地形変更操作及びマシン
に対応するディスプレイを本発明に設けることができることが当業者に明白であろう。
図 6Aと図 6Bを参照すると、スクリンーン 22上のオペレータディスプレイの第一実施例は、
主な構成要素として、実際の地形測量に対する所望の最終的輪郭、或いは場所 12の平面（
或いはこれの一部分）を表す平面ウインドー 70内の３次元ディジタル化された場所モデル
を有する。カラーコード化、或いは同様の可視できる印が、土壌が取り除かれるべき領域
、土壌が加えられる領域及び最終場所モデルとすでに同一となった領域を表すのに用いら
れるので、実際の場所トポグラフィーと所望の場所モデルとの間の差が実際のスクリーン
ディスプレイ 70上でより簡単にわかる。
図 6Bにおいて、場所平面ウィンドー 70が２次元平面図を示しており、マシンがその場所に
対して異なる位置にあるという点を除けば、オペレータディスプレイ 22は、図 6Aと同じで
ある。ウィンドー 70において表示された場所の異なるように陰影がつけられたり、交差区
画された領域は、実際のトポグラフィーと所望の場所トポグラフィーの変化の差をグラフ
的に表す。
オペレータディスプレイスクリーン 22は、水平の座標スクリーンウィンドー即ちディスプ
レイ 72をスクリーンの上部に含んでおり、ベース基準 16に対して３次元におけるオペレー
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タの位置を表す。粗い解像側部スケール 74と細かい解像側部スケール 75は、目標輪郭の高
さからの高さ偏差、即ち、Ｘ軸偏差を表し、どれだけトラクタブレード 32がその位置で掘
ったり、或いは土盛りすべきかを知らせる。右側の粗いインジケータ 74は、目標高さの上
下 30.4センチメートル（ 1.0フート）の段階的な目盛りがつけられて高さを表す。ディス
プレイの左側の細かい解像側部バー 75は、 3.04センチメートル（ 0.1フート）の段階的な
目盛りを表しており、オペレータが目標輪郭の 30.4センチメートル（１フート）、或いは
、それ以下の範囲内であるときに便宜的な基準となる。ディスプレイソフトウェア内のズ
ーム、或いは自動計測特性を用いて、スケール 74、 75は、オペレータが目標のトポグラフ
ィーにに近づくにつれてより小さい段階的増分に変更することができる。
このディスプレイの段階的な増分と本発明のシステムと方法に用いられた計測の単位は、
使用者の希望によってメートル法（メーター、センチメートル等）とすることができるし
、或いはメートル法でなくてもよい。
更に基準が、スクリーン 22の底部におけるプロフィールウィンドー 76においてマシンオペ
レータに与えられる。プロフィールウィンドー 76は実際の場所トポグラフィー 76aと所望
のトポグラフィー 76bとの間の高さの差をマシンの通路とマシンのすぐ後方において示し
ている。プロフィールディスプレイ 76の左側の高さスケール 78は、どれだけ深く掘るか、
或いはどれだけの土壌を与えられた場所に加えるかということを更に示しており、プロフ
ィールディスプレイ 76の底部における水平スケール 79はトラクター／ブレードの前の距離
を示しており、そこではオペレーターは所定の実際のトポグラフィーと所望のトポグラフ
ィーとの差を得る。この方法において、オペレータは同時に、目的の輪郭を得る際に、最
も新しい通路の新しい地形と正確さをモニターする。
トラクターブレードアイコン 82が平面ウィンドー 70、プロイールウィンドー 76、及び適当
な側部スケール 74、 75上に重ねられた時、場所 12におけるトラクターの位置がスクリーン
22上にグラフ的に表示される。場所平面ウィンドー 70において、アイコン 82には、前方突
出方向性インジケータ 84が設けられており、進行方向におけるトラクター前方の所定距離
に地形を一致させるようになる。プロフィールウィンドー 76内のトラクターアイコン 82の
前方に示された予想地形は、方向性インジケータ 84によってカバーされた場所 12の部分に
対応する。 6Aと 6Bにおいて、ウィンドー 70、 74、 75におけるアイコン 82はその場所に対す
るマシンの現在の位置に応答して動き、同時にプロフィールウィンドー 76内のアイコン 82
は、場所のトポグラフィープロフィール 76a、 76bがマシンの動きに従ってアイコンを通っ
て渦巻き状になる間、中央のままである。
詳細な位置、方向及び目標輪郭情報がオペレータに対してディスプレイ 22を介して与えら
れた状態で、センチメートルの正確さの制御が、地面移動操作の間維持される。また、オ
ペレータは、所望のトポグラフィーを達成するように、全場所の完全で、新しい、リアル
タイムのディスプレイと日付けの進行を有し、所望の地形測量を達成する。一日の終了時
に、データベース内のディジタル化された場所モデルが完全に更新され、オペレータが停
止したり、或いは次の分析のためにオフロードしたところで開始するために、次の日に検
索できるよう簡単に記憶できる。
図 6Cと 6Dを参照して、わずかに異なるオペレータのディスイプレイが与えられており、場
所輪郭の概略的平面ウインドー 88、ブレード前方プロフィールウィンドー 89、及び異なる
トラクター／ブレードアイコン 82を用いる、大型スケール上のプロフィールウィンドー 76
とを有する。ブレード前方プロフィールウィンドー 89は、左右ブレードエッジ高さ側部バ
ー 89a、 89bを備え、角度がつけられた切断或いは角度がつけられた地形上の切断のために
ブレードを回転的に整列させる。図 6Dのディスプレイは、トラクター操作上の異なる斜視
図のために側部プロフィール図 76が 90゜回転しているという点を除いて、図 6Cと同じであ
る。図 6Cと図 6Dを、様々な地形変更を用途のために本発明の原理の順応性と適用性を理解
するために、最初に示す。
トラクターの輪郭適用の図示した実施例においてマシンに取り付けられた位置受信機 18は
、トラクター 10のカブ上に、トラクター式トラックの地面との接触位置の底部から所定の
既知の距離離れて配置されている。トラックは、実際は場所のトポフラフィーと接触して
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いるので、受信機 18は、高さの差を考慮して目盛りがつけられる。実際、カブにとりつけ
られた受信機 18はマシンを操作する場所のトポグラフィーを備えたレベルであるようなシ
ステムによって検知される。
場所に接触するマシンの運び台、即ち接触面から所定距離離れた所で単一の位置受信信機
を用いることは、効果的であり、がっしりとした構造であるが、所定の用途においては、
位置決めのために異なる取り付け構造を用いることが好ましい。例えば、場所のプランに
対するトラクターの現在の方向は、図 6Aにおいてアイコン 82と方向インジケータ 84による
ディスプレイ 22からわかるようにわずかな時間ラグベクトルによってずれ、受信機 18のサ
ンプリング速度と方向変更のマシンの速度に依る。一個のみの位置受信機 18をトラクター
10に取り付けた状態で、単一点におけるマシンの方向を決定することはできない。何故な
らば、マシンは、効果的に単一受信機のまわりを効率良くピボット運動するからである。
この問題はマシン上に、方向性基準点のために第一の位置受信機から離れたところでマシ
ン上に第二の位置受信機を配置することによって解決することができる。
更に、図４において、ブレード 32と後方に取り付けられた GPS受信機 18の間の距離は、ブ
レードが地面移動操作を行うときにブレードの位置を決定する際に、わずかなリアルタイ
ムの遅れが発生する。殆どの場合、この遅れは無視してもよいものである。何故ならば、
GPSの位置はブレード 32にかなり近接して後方に続いており、場所のトポグラフィーに対
して丁度なされた変更に適合するからである。しかしながら、より大きいマシ上において
、１個か、それ以上の位置受信機 18aと図４の仮線に示したように掘削用ブレード上に直
接取り付けることが好ましい。この構造において、ブレードは、マシンと場所の表面に対
して上下に動くので、ブレードの底部と場所の表面の間の距離を計測する装置を形成する
ことが望ましい。例えば、適当な装置は、図４の 19で概略的に示されているように、ブレ
ード上に取り付けられた音波近接検知器であり、コンピュータ 20の表面上のブレード 32の
高さを表す信号と、ダイナミックデータベースを表す信号を与えるように接続されている
。これらと他の適当な近接検知器が商業的に入手可能である。ダイナミックデータベース
は、近接検知器 19からの信号を用いて地面に対するブレードに取り付けられた GPS受信器
の相対的な位置における変化を比較することができ、ブレードの摩耗を補正し、トラクタ
ーが応対するときに生じるブレードリフトを補正することができる。
位置受信器装置をマシン 10上に取り付けるときの他の問題は、マシンが、地形変更操作を
実施するように個々に動かす用具を支持するかどうかである。制御可能な可動なブレード
32を備えたトラクターが良い例である。用具 32の地形変更操作にわたる監視と制御の精度
を高めるために、多くの場合の位置受信器 18の好ましい取り付けの構造は、直接用具 32上
にある。マシン輪郭形成の用途において例示した、図 4Aのブレードに取り付けられた二重
受信器構造は、場所に対する変更がなされる点上に直接配置されるだけではなく、２つの
受信機 18は、マシンが方向を変更するときにマシンに対して方向性基準を与え、さらに図
6Cと図 6Dの 89に示されているように左右のブレード角の測定の位置情報を与える。
図 7Aを参照するとマシン輪郭形成操作に対するダイナミックデーターベース 66の操作段階
が概略的に示されている。システムは、コンピュータの操作システムから 300で開始され
る。ディスプレイスクリーンのグラフは 302で初期化される。初期場所データーベース（
ディジタル化された場所プランは、プログラム指令におけるファイルから読み取られ、場
所プランと実際及び目標の地形測量が段階 304でディスプレイ上に出される。ディスプレ
イ 22からの側部バーの段階的インジケータが段階 306で設定され、モジュール 40、 50、 60
（図３参照）の間の様々な連続したルーチンが段階 308で初期化される。段階 310で、シス
テムは、このシステムを停止するためのユーザーの要求をチェックする。例えば一日の終
了時に、あるいは食事休憩のとき、あるいはシフトの変更のときである。段階 310で終了
させるためのユーザーの要求は、公知のユーザーインターフェイス、例えばコンピュータ
キーボード、或いは同様のコンピュータ入力装置で開始することができ、コンピュータ 62
と連結されている。
次に、マシンの３次元位置が段階 312で、図３における位置モジュール 50と制御／更新モ
ジュール 60の間の連続したポート接続から読み取られる。段階 314で、マシン GPS位置は、
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ディジタル化された場所プランの座標システムに変換されて、これらの座標は段階 316で
スクリーン 22上のウィンドー 72内にディスプレイされる。
段階 318において、マシンの通路が平面図及びプロフィール図の双方において決定され、
リタルタイムで更新されてマシンが操作された場所プランのグリッドの部分を表す。マシ
ンの輪郭形成の実施において、マシン通路の幅はマシンがその場所上を通るときにその地
形変更用具（トラクターブレード 32）に一致する。ブレード 32が通る精密なグリッド四辺
形の判定ではオペラータの位置と、ダイナミック場所プラン上での作業のリアルタイムで
更新を行うことができる。ディジタル化された場所プランのグリッド要素の大きさは固定
され、いくつかのグリッド要素の幅はマシン（即ちトラクターのブレード）の幅に等しく
一致するが、ブレードは常に完全にマシンが通る特定のグリッド要素をカバーするとは限
らない。マシン／用具の幅がグリッド要素の幅の正確な倍数であるできでも、通路内にお
いて各要素を完全にカバーするようにグリッド要素と整列する方向にマシンが進行するこ
とは稀である。
この問題を改善するために、図 7B乃至図 7Cにおいて段階 318のサブルーチンは、場所プラ
ングリッドに対するマシン（ここではトラクターのブレード 32）の作動部分の通路を判定
する。図 7Bのステップ 31において、モジュールはマシンに取り付けられた受信機の位置が
場所おに対して長手に、即ち縦方向に（〔Ｘ、Ｙ、Ｚ〕座標システムにおけるＸ又はＹ方
向に）変更したかどうかを判定する。もしそうである場合には、段階 320でのシステムは
、これが第一のシステムループであるかどうかを判定する。現在のループが第一のループ
でない場合には、先のループから判定されてディスプレイされたマシン通路が、現在のル
ープを更新するために段階 322で取り除かれる。現在のループが第一のループである場合
には、段階 322は単にバイパスされて、消去するためにマシン通路のヒストリがなくなる
ようにする。
段階 324において、トラクターアイコンが、最初に引き出される。既に引き出されている
場合には、トラクターアイコンは、段階 326で場所モデルプラン上の先の位置から消去さ
れる。段階 328において、システムはマシンの現在の位置の座標が、マシンが最後のシス
テムループに占有されたグリッド要素の外側にあるかどうかを判定する。
段階 328において、マシンの位置が変更されなかった場合には、例えばブルドーザが駐車
したり、あるいはアイドリングする場合には、システムは段階 336－ 344に進む。
段階 328において場所プラングリッドに対するマシンの位置が変更した場合には、システ
ムは段階 330にまで進み、ここで実際のブレードの端部から中央寄りにある有効なトラク
ターブレードの端部を決定する。図示した実施例において、有効なブレード端部は、グリ
ッド要素の幅の約 1/2の距離で実際の端部から中央寄りになった差動アルゴリズムによっ
て認識される。例えば、実際のブルドーザブレード 32の長さは 304.8センチメートル（ 10.
0フート）であり、 60.96センチメートル（ 2.0フート）× 60.96センチメートル（ 2.0フー
ト）のグリッド要素５個に対応する。ブレード端部の有効な端部は、段階 330で各実際の
端部の中央寄り 30.04センチメートル（１フート）だけ計算される。有効（実際ではない
）ブレード端部は、ディジタル化された場所モデル上のグリッド要素のいかなる部分上に
接触したり通過するならば、グリッド要素は読み取られて、マシンによって変更されたよ
うに差動アルゴリズムによって処理される。何故ならば、そのグリッド要素の少なくとも
1/2がブレードによって実際通過したからである。もちろん、ブレード端部のオフセット
の程度は、ブレードがグリッド要素を通過したかどうかをを判定する際に、グリッド要素
の大きさと誤差の所望のマージンによって変化することができるからである。例えば、図
示した実施例のより小さい有効パラメータが好ましいが、実際の用具パラメータに有効用
具パラメータを設定することが可能である。
このブレード配置方法は、マシンの連続した部分の通路を判定したり、あるいは場所モデ
ルのグリッド要素を通過する用具の通路を判定することが望まれる、いかなる地形変更操
作にも適合することがわかる。
段階 332においてシステムは、ブレードが、最後のシステムループから動いたかどうか判
定する。ブレードが動いた場合には、システムは、段階 334に進み、図 7Dを参照して以下
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にさらに詳細に述べるような方法で場所プラングリッドにわたってブレードのリアルタイ
ム通路を判定する。段階 332において、ブレードは、最後のシステムループから移動しな
かった場合には、システムは段階 334をバイパスする。段階 336においてシステムは、上記
の判定されたマシン通路情報を用いて、マシンのアイコン位置と配向を計算する。段階 33
8において、この情報は、現在、或いは実際の場所地形と所望の地形プロフィールを判定
するのに用いられる。段階 340においてこれらのプロフィールは、プロフィールィンドー 7
6においてオペレータディスプレイ 22上にディスプレイされる。段階 342において、次にシ
ステムは平面ウィンドー 70上にマシンアイコンを引き出し、段階 344において、先に消去
されたマシン通路ヒストリは、再び引き出されて、最も新しいマシンの動きとマシンの通
路における場所変更を示す。
段階 318のサブルーチンの段階 319に戻ってみると、最後の計測、マシン位置からマシン位
置における顕著な変化がない場合には、トラック及び更新段階 320乃至 344がバイパスされ
、システムは、図 7Aにおける段階 318のサブルーチンから段階 346に澄む。
図 7Aにおいて段階 346、 348において、ディスプレイ上の粗い目盛りと細かい目盛りのイン
ジケータが更新されて、システムはループを完全にして段階 310に戻る。
段階 310において、その選択は、オペレータが上述のようなシステムを、例えば一日の終
了時に又は昼食のときに停止するのに役立つ。オペレータは段階 310でシステムを停止さ
せることを選択する場合には、システムは、現在のデータベースがシステムコンピュータ
、例えば永久ディスク又は、取り外し可能ディスク内の適当なディジタル記録媒体上のフ
ァイルに記録された段階 350に進む。段階 352において、作動モジュールの操作が終了して
、段階 354においてオペレータがコンピュータ操作システムに戻す。オペレータがシステ
ムを停止しない場合には、連続した位置の読み取りが位置モジュール 50と受信器 18に接続
された連続ポートから取られる段階 312に戻り、システムループを繰り返す。
図 7Cにおける段階 334のサブルーチンは、マシン通路を更新し、現在の場所プランが図 7D
により詳細に示されている。段階 330のアルゴリズムは、マシン或いは用具の幅とマシン
或いは用具が完全に通過したグリッド要素の数との間で完全に一致しないことを補正する
が、マシン／用具が GPS位置の読み取りの間でなされるその距離と方向の変化によてマシ
ンの進行の一部分のリアルタイムの更新情報が欠乏することになる。このことは、マシン
の進行速度が場所プランのグリッド要素に対して高い場合に、特にひどい。例えば、グリ
ッド要素が１平方メートルで、位置システムのサンプリング速度が１秒につき１座標サン
プルである場合に、 18キロメータ／一時間でのマシンの進行は、位置サンプリング間のほ
ぼ５メートルか、５グリッド平方だけ進む。従ってマシンによってカバーされた５グリッ
ド平方のうち少なくとも中間の３個に監視のリアルタイムの情報がない。
この問題を解決するために、“多角形内書き込み”アルゴリズムが段階 334において用い
られて、座標サンプリング間においてマシンによって通過した通路を推定する。図 7Dにお
いて、段階 334aでのアルゴリズムは、位置（ x1、 y2）と（ x2、 y1）と座標位置（ x0、 y0）
でのブルドーザブレードの有効端部によって形成された場所プラングリッド表面上に長方
形を配置する。段階 334bと 334c及び 334fにおいて、検索アルゴリズムは、即ち、有効な端
部の間でブレードが通過したグリッド要素である２つのブレード位置の間で形成された多
角形内にグリッド要素のために長方形境界内を検索する。
段階 334dと 334eにおいて、これらの新しく通過されたグリッド要素は塗られて、影をつけ
られ、印がつけられたり、あるいは更新されてオペレータにグリッド要素に対して目標高
さを越えているか、下か、或いはその上であるかどうかを知らせる。段階 334dにおいて、
地面の高さ、即ちグリッド要素のｚ軸座標が座標（ x2、 y2）において更新される。段階 33
4eにおいて、目標の高さよりも大きい現在の高さによって高さ要素は、例えば赤になる。
目標高さに等しい現在の高さによって高さ要素は、例えば、黄色になる。目標高さよりも
小さい現在の高さによって高さ要素は、例えば青になる。オペレータディスプレイ 22上に
おいて、更新は、色付けされた、或いは視覚的に更新された、マシン／用具アイコン 82の
後方のグリッド要素が通過した区画として表れて、掘削或いは輪郭形成が目標輪郭に、ま
たはその上に、或いはその下であるかどうかを知らせる。一例が図 6Bの異なるように影が
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つけられた領域によって示されている。目標輪郭がその領域にあっていない場合には、オ
ペレータは、後方を通ったり、或いは次に通過するときに補正することができる。ブルド
ーザアイコンが通過してペイントされた区画は、色の変化、あるいは同様の視覚的更新が
できるように連続した通路内に充分に変更できるまで、例えば、実際の場所上のマシンの
高さ座標が、グリッド要素上の所望の場所モデルの高さ座標とより一致するようになるま
で、オペレータのディスプレイスクリーン 22上に残ったままである。
図 7A乃至図 7Dの図示した実施例のシステムと方法は、リアルタイムのマシン位置と更新情
報を視覚的オペレータディスプレイを介して与えられ、マシン位置と場所更新情報を表し
て発生した信号は、例えば電気油圧装置、又は用具制御システムのような公知の自動マシ
ン制御を操作するように視覚的ではない方法に用いることができる。
図８を参照すると、本発明に係るシステムが、一個か、それ以上のマシン、或いは用具操
作システムの閉じたループ自動制御に対して概略的に示されている。図８の実施例は、上
述したように補助的なオペレータディスプレイを用いて、或いは用いることなく使用する
ことができ、図示のために自動マシン制御のみを示す。本発明のダイナミックデーターベ
ースのアルゴリズムを含む、適当なディジタル処理設備、例えば前述の実施例において記
載したようなコンピュータが 400で示されている。ダイナミックデーターベース 400は、 GP
S受信機システム 410から３次元の瞬間的な位置情報を受信する。所望のディジタル化され
た場所モデル 420は、適当な方法、例えば適当なディスクメモリー上にコンピュータ 400の
データーベース内にロードされたり記憶される。自動マシン制御モジュール 470は、例え
ば地形変更機械上の操縦システム 474、用具システム 476及び駆動システム 478を操作する
ように接続されている。自動マシン制御 472は、実際の場所モデル 430と所望の場所モデル
420との間の差を表すコンピュータ 400内のダイナミックデーターベースから信号を受信で
き、マシンの操縦、用具及び駆動システムを操作して実際の場所モデルを所望の場所モデ
ルに一致させるようにする。自動マシン制御 472は、マシンの様々な操縦、用具及び駆動
システムを操作し、マシンの場所、現在の位置と方向に対してなされた変更が受け取られ
て、読み取られ、 400でダイナミックデーターベースによって処理され、実際の場所モデ
ルを更新する。この実際の場所の更新された情報がデーターベース 400によって受け取ら
れ、マシン制御 472に伝達された信号をそれに対応して更新し、マシンが場所内を進行す
るときに、マシンの操縦、用具及び駆動システムを操作して実際の場所モデルを所望の場
所モデルと一致させるようにする。
発明の方法とシステムが容易に地形変更、マシン操作或いは測量操作のほぼ全てに適用で
き、マシンが作業場所の上を或いは中を通り、場所の地形をリアルタイムでモニターした
り、或いは場所地形に対する変更に効果を与えるようになることが、当業者には明白であ
る。図示した実施例によって本発明の広い原理の理解が与えられ、好ましい用途を詳細に
開示し、限定するものでない。本発明の他の変更、或いは用途が請求の範囲の範囲内にお
いてなされこの範囲内にある。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ４ Ａ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ Ａ 】 【 図 ５ Ｂ 】

【 図 ６ Ａ 】 【 図 ６ Ｂ 】
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【 図 ６ Ｃ 】 【 図 ６ Ｄ 】

【 図 ７ Ａ 】 【 図 ７ Ｂ 】
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【 図 ７ Ｃ 】 【 図 ７ Ｄ 】

【 図 ８ 】
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